
　

県
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
職
員
や
医
師
が
来
て
、
身
体
障

害
に
関
す
る
相
談
や
、
義
手
や
義

足
な
ど
補
装
具
の
給
付
の
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

８
月
２
日
㈬
午
前
10
時
〜

正
午（
予
約
制
）

会
場　

市
福
祉
会
館

※
障
害
が
重
い
な
ど
の
理
由
で
会

場
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

は
、
こ
ち
ら
か
ら
訪
問
し
て
相
談

に
応
じ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で

事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

相
談
内
容　

▽
身
体
障
害
者
に
関

す
る
各
種
相
談
▽
補
装
具
の
要
否

判
定（
整
形
外
科
の
み
）

持
っ
て
く
る
物
身
体
障
害
者
手
帳

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

７
月

21
日
㈮
ま
で
に
電
話
で
福
祉
課（
☎

40
２
３
８
４
）へ

　

国
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
中
小
企
業

の
た
め
の
退
職
金
制
度
で
す
。

内
容　

▽
掛
け
金
の
一
部
を
国
が

助
成
▽
掛
け
金
は
全
額
非
課
税
で

手
数
料
も
不
要
▽
社
外
積
立
な
の

で
管
理
が
簡
単
▽
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

や
家
族
従
業
員
も
加
入
で
き
ま
す

問
い
合
わ
せ　

中
小
企
業
退
職
金

共
済
事
業
本
部（
☎
０
３
・
６
９

０
７
・
１
２
３
４
）

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
職
業
訓
練

に
興
味
が
あ
る
人
を
対
象
に
毎
月

職
業
訓
練
説
明
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
支
給
要
件
を
満
た

せ
ば
、
月
10
万
円
の
生
活
支
援
の

給
付
金
を
受
け
な
が
ら
無
料
の
職

業
訓
練
が
受
講
で
き
ま
す
。

日
時　
７
月
14
日
㈮
・
８
月
４
日

㈮
・
９
月
15
日
㈮
午
後
２
時
30
分
〜

３
時
30
分

会
場　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤
岡

問
い
合
わ
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤

岡（
☎
㉒
８
６
０
９
）

藤岡まつり
　参加者募集
８月11日㈷
▷子供みこし・大人みこし
　子供会、会社などで参加しよう！
▷おどり大行進
　浴衣姿で、みんなで踊ろう藤岡音頭
練習会
日時　７月21日㈮午後２時～３時30分
会場　市民ホール
曲目　藤岡音頭、ふるさと藤岡花の町

８月12日㈯
▷ダンスFUJIOKAウ～ハッ！
　藤岡音頭を軽快なサンバ調にアレンジしたリズミカ
ルなダンスで、鳴子の音とともに軽快に踊ろう！
練習会
日時　７月27日㈭午後７時～８時30分
会場　市民ホール
※軽装で、飲み物などを持ってきてください
▷市民パレード
　団体、会社、グループで参加して、最高のパフォー
マンスをみんなに披露！
▷Ｍ＆Ｄフェスタ
　さまざまなジャンルのダンスや和太鼓などで盛り上
がるライブイベント！
▷子ども相撲
　はっけよい、のこった、のこった。ちびっこ横綱を
目指そう！

申し込み・問い合わせ　７月12日㈬ま
でに藤岡まつり実行委員会事務局（商工
観光課内☎402317）または藤岡商工会
議所（☎㉒1230）へ

学生納付特例制度
対象　本人の前年所得が一定基準以下の学生
猶予額　保険料の全額
失業による免除・猶予
　失業したときは所得があっても、雇用保険受
給資格者証（写し）などの書類を添付し申請す
れば免除もしくは猶予になる場合があります。
免除・猶予額　保険料の全額・４分の３・半額・
４分の１の免除、もしくは納付が全額猶予され
ます
共通事項
持ってくる物　身分証明書（学生納付特例の場
合は学生証など）
各種申請　日本年金機構高崎年金事務所・保険
年金課・鬼石総合支所鬼石振興課
その他　マイナポータルから、免除の電子申請
が可能となりました。マイナンバーカードを持っ
ている人はマイナポータルの利用登録を行うと、
窓口に来ることなく免除申請ができます。また、
申請状況や審査結果を確認することも可能です。
年度替わりのタイミングは窓口も混雑するため、
電子申請を活用してください
問い合わせ　ねんきんダイヤル（☎0570・05・
1165）・保険年金課（☎402259）

　国民年金の第１号被保険者（毎月の保険料を
納める人）で、経済的な理由で保険料を納める
ことが困難な場合に、一定の基準により保険料
の納付が免除または猶予される制度があります。
※制度を利用するには申請して承認される必要
があります。申請は毎年必要で、令和５年度分
の申請は７月から受け付けています。なお、申
請は過去２年１カ月分までさかのぼって行えます
※保険料が免除や猶予になった期間は、年金を
受給するための資格期間に算入されますが、受
け取る年金額は減額されます。年金額を増やし
たい場合は10年以内であれば後から保険料を
納めることができます
保険料免除制度
対象　本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定
基準以下の人
免除額　所得に応じ、保険料の全額・４分の３・
半額・４分の１が免除されます。ただし、一部
免除を受けた場合、免除された残りの保険料を
納付しないと未納と同じ扱いになります
保険料納付猶予制度
対象　本人・配偶者の前年所得が一定基準以下
の50歳未満の人
猶予額　保険料の全額

国民年金制度からのお知らせ国民年金制度からのお知らせ
～保険料の免除および猶予について～～保険料の免除および猶予について～

老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金の保険料納付要件の
保険料納付済期間および免除期間への算入受給資格期間への算入 年金額への反映

納付 ○ ○ ○

全額免除 ○ ○（一部） ○

一部納付 ○ ○（一部） ○

納付猶予 ○ × ○

学生納付特例 ○ × ○

未納 × × ×

※未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事故が発生した際の障害基礎年金・遺族基
礎年金や、将来の老齢基礎年金を受けられない場合があります

おわびと訂正
広報ふじおか６月15日号裏
表紙文芸の里内に誤りがあ
りました。おわびして訂正
します。
（誤）  陰沼の蝌蚪の鼓動の犇
めきぬ
（正）  隠沼の蝌蚪の鼓動の犇
めきぬ
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